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京都市有普通財産貸付に関する仕様書 

 

１ 貸付物件の概要 

（１）所 在 地 京都市右京区花園木辻南町 12番 11 

(２) 交通条件 JR｢花園｣徒歩 10分 

市バス停｢木辻南町｣徒歩 1分 

（３）貸付部分 ２階一部 

（別紙図面を参照） 

（４）建物構造 鉄筋コンクリート造 4階建 

＊ 本物件は京都市住宅供給公社との合築施設 

です（2階の一部，3階及び 4階は住宅）。 

（５）建築年月 平成 4年 4月 

（６）面  積 242.13平方メートル 

(７) 現 状 等 本物件がある１階部分は，平成１５年度まで

は花園公設小売市場が，平成１６年度からは民

営化したスーパーマーケット「ミール花園」が営

業しておりましたが，平成２２年１月に閉店し

ました。平成２４年６月からは１階一部にデイ

サービス施設が入居し，令和２年５月から令和

４年６月までは１階一部に八百屋が入居してお

ります。その他の本物件に該当するスペースは，

スーパーマーケットの主な備品等は撤去された

状態になっています。 

なお，本物件については，現状有姿で貸し付け

を行うものであり，次の各号に掲げる事項につ

いては，借受事業者の責任及び費用負担により

行ってください。 

ア 本物件と他の区画を区切る間仕切り壁の設

置 

イ 事業に必要な諸設備・内装工事 

ウ 間仕切りに伴って法令上必要となる他の区

画部分の設備・内装工事 

エ 上記ア，イ，ウに伴う現状の設備・内装等の

処分 

  (８) 事業用途  当施設が立地する第二種中高層住居専用地域※

における用途制限以外。 

（※建ぺい率 60％，容積率 200％。カラオケ，ボウ

リング場等を建築してはならない建築物として規

定しています。） 
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  (９) そ の 他  現状では，敷地内に駐車区画は有しませんが，法

令に違反することなく，他の建物利用者の通行を

妨げない範囲において，本市との協議により駐車

を承認します。 

２ 使用用途 

特に定めません。ただし，応募者は別紙「京都市有普通財産借受事業者募集要項」（以

下「募集要項」という。）のとおり必要書類を提出する必要があります。 

また，以下の用途での使用を除きます。 

（１）宗教活動を目的とするもの。 

（２）第三者へ一括転貸する等，事業者自らが管理・運用しない事業を目的とするもの。 

（３）建物の賃借権の譲渡を伴う事業での活用を目的とするもの。 

（４）当該地域(第二種中高層住居専用地域)の用途制限に反するもの。 

（５）その他法令に違反するもの。 

（６）公序良俗に反するもの。 
 

３ 貸付期間 

貸付期間は，令和４年７月１日（予定）から令和９年３月３１日までとします。貸付

期間の延長・更新は行うことができません。 
 

４ 貸付料 

（１）普通財産貸付料（以下「貸付料」という。）は，１，４５２，０００円（年額）以

上とし，募集要項で定める価格提案書にて提案した額を負担してください。 

（２）契約初年度の賃料は，価格提案書にて提案した額を３６５で除して得た額に契約

開始日から契約初年度の末日までの期間に属する日数を乗じて得た額（１円未満の

端数は切捨て）とします。 

（３）各年度の賃料は，本市が発行する納入通知書により，当該年度の４月３０日（同

日が休日の場合はその翌日）までに納めてください。ただし，契約初年度の賃料は，

本市が定める納期限までに納めてください。 

（４）貸料の改定は，令和７年度分について行います。賃料の改定は，従前の賃料に修

正率を乗じて得た額（１円未満の端数は切捨て）とします。修正率は，賃料の改定

を行う年度の初日の属する年（以下「改定年」という。）の前年の固定資産税路線価

（木辻通上に付設された固定資産税路線価）を，改定年の４年前の路線価で除して

得た数値（ただし，小数点以下第４位を四捨五入）とします。 

（５）貸付料が急激に変動する場合は，別途調整措置を採る場合があります。 
 

５ 経費の負担 

施設利用に係る全ての経費は，施設借受事業者（以下「借受事業者」という。）の負担

となります。 
 

６ 貸付条件等 

  貸付に当たっての条件は，次のとおりです。 

(１) 貸付物件は，一括利用とすること。 
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(２) 借受事業者は，次の各号に掲げる事項を行うときは，事前に書面をもって本市の承

認を受けなければならない。 

    ア 貸付物件について，他の区画との間仕切り壁，設備・内装工事，修繕，その他原

型を変更する行為をしようとするとき，又は使用計画を変更しようとするとき。 

       イ 間仕切りに伴って法令上必要となる他の区画部分の設備・内装工事をしようとす

るとき。 

（３）借受事業者は，貸付物件と他の区画について，電気，ガス，水道・下水道，通

信，防火等の設備系統を共有するときは，設備の保守管理において相互に協力する

こと。 

（４）借受事業者は，電気，ガス，水道・下水道，通信，防火等の設備系統を新設する

ときは，必要に応じて関係機関及び他の区画利用者と協議を行うこと。 

（５）借受事業者は，水道・下水道を利用する場合，水道メータを他の区画利用者と共

有する必要があることから，料金の支払いについて，他の区画利用者と協議するこ

と。 

（６）柱，屋根，外壁等の基本構造部分及びそれに付属する部分について，修繕が必要

な場合には，本市において行います。 

 (７)借受事業者は，善良なる管理者の注意をもって貸付物件の維持保存に努めること。 

（８）借受事業者は，貸付物件が地域コミュニティの核である商店街に立地していること

を踏まえ，地域と共存・共生し，地域のにぎわいの創出，地域社会のきずなの強化，

地域の安心安全の確保，次代の社会を担う者の育成など商店街の振興はもとより地域

の活性化に貢献することに努めること。 

（９）借受事業者は，貸付物件が京都市住宅供給公社との合築施設であることを踏まえ，

交通渋滞，騒音，悪臭への対策を十分にとること。 

  

７ 転貸等の禁止 

  借受事業者は，次の各号に掲げる行為をしてはいけません。ただし，あらかじめ書面

により本市の承認を受けたときは，この限りではありません。 

 （１）貸付物件の転貸 

 （２）借受人の地位の譲渡 

 （３）貸付物件の形質の変更 

 （４）貸付物件の使用目的の変更 

 

８ 借受事業者決定の取り消し又は変更 

  次の各号のいずれかに該当するときは，借受事業者決定の取り消し又は変更をするこ

とがあります。 

 （１）借受事業者が定期建物賃貸借契約書又は本仕様書の各条項に違反したとき。 

 （２）応募資格の詐称その他不正な手段によってこの決定を受けたとき。 

 （３）その他管理運営上において当局が必要と認めた事項。 

 

９ 原状回復 
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 （１）貸付期間が満了したとき，又はこの契約が解除された時，借受事業者は，本市が

指定する期間内に自己の費用で，他の区画の利用に影響を及ぼさない範囲において

貸付物件を原状に回復して返還しなければなりません。ただし，本市が原状回復の

必要がないと認めるときは，この限りではありません。 

 （２）借受事業者が前項に定める義務を履行しないときは，本市は，借受事業者の負担

においてこれを行うことができます。この場合において，借受事業者は，何ら異議

を申し立てることができません。 

 

１０ 損害賠償 

   借受事業者がこの契約の条項に違反するなど借受事業者の責めに帰すべき事由によ

り本市に損害を与えたときは，借受事業者は，その損害に相当する金額を損害賠償金と

して本市に支払わなければなりません。 

 

１１ 実地調査等 

   本市は，貸付物件について随時その使用状況を実地に調査することができるととも

に，借受事業者は，これに協力しなければなりません。 

 

１２ 必要費等の補償 

借受事業者は，貸付物件に関し必要費又は有益費等を支出した場合であっても，あ

らかじめ本市が承認した場合を除いては，その補償を請求することはできません。 

 

１３ 法令の遵守 

   本件の使用に当たっては，都市計画法，地方自治法，建築基準法，景観法及び京都

市市街地景観整備条例，京都市個人情報保護条例，京都市公有財産規則のほか，関係

法令及び関係規程を遵守してください。 

 

１４ その他 

（１）貸付物件の用途等について，付近の住民の方から問合せがあった場合，十分に説

明を行い，理解を得てください。 

（２）この仕様書に定めるもののほか，仕様の細部及び当該物件の使用に際し必要な事

項が生じた場合は，事前に本市と協議してください。 


